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１．はじめに
　アセアン諸国は、日本からの貿易・投資の拡大が
見込まれ、今後とも高い経済成長が期待されている。
これに伴い、アセアン諸国の知的財産制度への関心
も高まっている。
　本稿は、アセアン各国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、シン
ガポールの知的財産制度のうち、特許法、意匠法を

中心に解説する。

2．総論
　シンガポールの知的財産法は、特許法、意匠法、
商標法、著作権法を基本としている。実用新案法は、
制定されていない。不正競争防止法についても制定
されていないが、営業秘密などはコモンローによっ
て保護されている。その他、植物品種保護法、集積
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回路配置設計法、地理的表示法などが制定されてい
る。
　シンガポールでは、1994年に特許法が制定され、
1999年に商標法が制定され、2000年に意匠法が制定
されるなど、知的財産法の歴史は浅い。これらの法
律は、英国法の影響を受けており、これらの法律が
制定されるまでは、英国で登録された権利が、その
後、シンガポールにおいて再登録されていた。また、
コモンローによる保護も、英国法の影響を受けたも
のである。なお、著作権法（1987年〜）については、
豪州の著作権法をモデルとしている。
　シンガポールは、知的財産条約として、1990
年にWIPO設立条約に加盟し、1995年にパリ条約、
TRIPS協定に加盟し、1998年にベルヌ条約に加盟し
ている。また、各々の法領域の条約としては、1995
年にPCT条約に加盟し、2000年にマドプロに加盟し、
2005年にハーグ協定、WIPO著作権条約、WIPO実
演・レコード条約に加盟している。

３．特許法
　シンガポール特許法は、2014年３月10日に改正法
が施行され、現在に至っている。以下では、この改
正法に基づいて解説する。（以下、この章では、括
弧書の条文は、特に指示がない場合、シンガポール
特許法の条文を示す。）

（１）保護対象

特許法には、発明の定義は規定されていない。
この点で、日本国特許法（２条１項：発明の定義）
と異なっている。また、英国特許法（１条２項：
発明でないもの）とも異なり、発明に該当しない
ものを列挙する規定もない。

（２）特許要件

①産業上利用可能性
特許を受けるためには、産業上利用できる発

明であることが要件とされている（13条（１））。
また、農業を含むいずれかの産業分野において
製造又は使用することができる場合は、産業上
利用可能であるとされている（16条（１））。た
だし、人間又は動物の身体の手術方法、治療方
法、診断方法の発明は、産業上利用可能である
とは認められない（16条（２））。なお、日本では、

人間に対する医療行為には産業上利用可能性が
認められないが、人間以外の動物に対する医療
行為には認められている。

②新規性
特許を受けるためには、新規性を有すること

が要件とされている（13条（１））。
新規性については、「発明が技術水準の一部

を構成しない場合は、新規とみなされる」（14
条（１））と規定され、技術水準とは、「優先日
前において、書面若しくは口述による説明、使
用又は他の方法により、シンガポール内外を問
わず（絶対的新規性）、公衆の利用に供されて
いるすべての事項（製品、方法、それらに関す
る情報、その他）を包含する」（14条（２））と
されている。

③新規性喪失の例外
出願日前の12月以内に発明の開示がなされ、

かつ、発明の開示について、次の何れかに該
当する場合には、新規性は喪失しない（14条

（４））。
（a）第三者によって不法に又は秘密に反して開

示された場合（14条（４）（a）（b））
（b）発明者が発明を国際博覧会に展示した場合

（14条（４）（c））
（c）発明者の同意により学術団体の会報に公表

された場合など（14条（４）（d））
また、「物質又は組成物が技術水準の一部

を構成するという事実は、当該物質又は組成
物の医療行為における使用が技術水準の一部
を構成しないときは、発明を新規なものと
認めることを妨げない」（14条（７））とされ、
医薬用途の新規性が認められている。

④進歩性
特許を受けるためには、進歩性を有すること

が要件とされている（13条（１））。
進歩性については、「当業者にとって自明で

ない場合は、進歩性があると認められる」（15
条）と規定されている。したがって、例えば、
文献の組み合わせによる発明は、組み合わせが
自明でない場合には、進歩性が認められる。

⑤先後願
次の条件が満たされるときは、新規性を否定


